
▽
議
案
第
16
号

　
使
用
料
及
び
手
数
料
の
見
直

し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に

関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
令
和
元
年
10
月
の
消
費
税
増

税
と
行
政
改
革
大
綱
に
基
づ
く

５
年
ご
と
の
見
直
し
に
伴
い
、

公
共
施
設
な
ど
の
使
用
料
と
手

数
料
を
見
直
す
改
正
で
す
。　

　
詳
細
は
、
10
、
11
ペ
ー
ジ
の

「
公
共
施
設
な
ど
の
使
用
料
・

手
数
料
を
改
定
し
ま
す
」
を
参

照
く
だ
さ
い
。

▽
議
案
第
17
号
、
18
号

　
幌
延
町
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に

つ
い
て

　
幌
延
町
食
肉
加
工
施
設
の
指

定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

施
設
の
指
定
管
理
者
に
つ
い
て
、

令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
令
和

５
年
３
月
31
日
ま
で
の
３
年
間
、

引
き
続
き
社
会
福
祉
法
人
幌
延

福
祉
会
を
指
定
し
ま
し
た
。

▽
議
案
第
19
～
25
号

　
令
和
２
年
度
幌
延
町
一
般
会

計
予
算

　
令
和
２
年
度
幌
延
町
国
民
健

康
保
険
特
別
会
計
予
算

　
令
和
２
年
度
幌
延
町
国
民
健

康
保
険
診
療
所
特
別
会
計
予
算

　
令
和
２
年
度
幌
延
町
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算

　
令
和
２
年
度
幌
延
町
介
護
保

険
特
別
会
計
予
算

　
令
和
２
年
度
幌
延
町
簡
易
水

道
事
業
特
別
会
計
予
算

　
令
和
２
年
度
幌
延
町
下
水
道

事
業
特
別
会
計
予
算

　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
２
、
３

ペ
ー
ジ
の
「
ま
ち
の
予
算
」
を

参
照
く
だ
さ
い
。

一 

般 

質 

問

植
村　
　
敦　
議
員

〇
幌
延
町
の
防
災
計
画
に
つ
い

て〇
夢
と
活
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り

に
つ
い
て

〇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

防
止
対
策
に
つ
い
て

斎
賀　
弘
孝　
議
員

〇
町
政
執
行
方
針
に
つ
い
て

行 

政 

報 

告

・
元
幌
延
町
議
会
議
員

　

故 

岡
本
則
夫
氏
の
叙
勲
受

章
及
び
そ
の
他
表
彰
に
つ
い
て

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

防
止
対
策
に
つ
い
て
（
追
加
）

※
下
記
に
全
文
が
あ
り
ま
す

教
育
行
政
報
告

・
町
内
各
学
校
に
お
け
る
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
感
染
に
つ
い
て

・
稚
内
地
区
管
楽
器
個
人
及
び

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
コ
ン
ク
ー
ル
の

結
果
に
つ
い
て

・
全
国
体
力
・
運
動
能
力
、
運

動
習
慣
等
調
査
結
果
の
公
表
に

つ
い
て

・
朝
活
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い

て・
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
活
動
に
つ

い
て

平成31年度　補正予算額（3月定例会）� （単位：千円）
会　　計　　名 補　正　前 補　正　額 補　正　後

一 般 会 計 5,050,710 ▲52,542 4,998,168
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 316,483 13,366 329,849
国民健康保険診療所特別会計 323,431 1,649 325,080
後期高齢者医療特別会計 52,493 ▲2,469 50,024
介 護 保 険 特 別 会 計 262,965 ▲20,549 242,416
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 53,497 2,587 56,084
下 水 道 事 業 特 別 会 計 224,266 ▲22,123 202,143

・
北
海
道
子
ど
も
か
る
た
大
会

結
果
に
つ
い
て

新型コロナウイルス感染防止対策について
　新型コロナウイルス感染症対策についてですが、ご承知のとおり、新型コロナウイルスは
猛威を振るい、国内外において感染の拡大化が懸念されているところです。幸いにも現時点
（３月１０日時点）では、町内での感染は確認されていないものの、道内では着実に感染者数
が増加している状況であります。
　本町では、２月２５日に危機管理対策室を設置して、情報の共有と対策準備について協議し
ておりましたが、北海道知事による「緊急事態宣言」の発表を受け、３月２日午前９時に、
幌延町新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、幌延町新型インフルエンザ等対策行動
計画に準じた形で、町内における感染予防対策を図ることとしたところです。
　役場の感染予防対策といたしましては、町主催の行事や会議などは可能な限り中止または
延期することとし、生涯学習センターや体育館など、不特定多数の方が集まるような公共施
設については、３月１９日まで休館といたしました。また、役場などの休業していない公共施
設では、アルコール消毒液の配置や補充を徹底し、万が一の感染に備え、簡易な防護服やマ
スクなどについても準備を進めております。
　町民の皆様への注意喚起については、教育委員会から保護者世帯向けに、また、町のホー
ムページ及び告知端末機などで行っておりますし、町民の皆様からの相談についても、保健
福祉課保健グループで対応しているところです。
　何よりも大切なことは、町民の皆様が感染しないということでありますので、これからも
継続して対策を講じ、感染を予防していきたいと考えております。町民の皆様には、引き続
き、こまめな手洗いや消毒、咳エチケット、できるだけ人混みは避けること、などに取り組
んでいただきますようお願いいたします。
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